
１３ 広報　ひがしちちぶ

　３か月にわたって国民健康保険について情報をお届けします。３回目は令和７年度国民健康
保険税率等についてです。このたび、国民健康保険事業の安定かつ健全な運営のため、また、
埼玉県内の保険税水準の統一に向けて段階的に国民健康保険税率等を改正します。改正につい
ては、令和７年第１回村議会定例会で可決されました。加入者の皆さんには負担をおかけする
ことになりますが、持続可能な制度とするためご理解とご協力をお願いいたします。

【改正内容】

　所得割　加入者の前年中の所得に応じて計算されるもの
　均等割　世帯の加入者の人数に応じて計算されるもの
　※介護分は４０歳から６４歳の加入者にのみ課税されます。

【モデルケース１】
・世帯主４５歳 ･･･ 所得２００万円（単身世帯）
改正前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 改正後改正後

　年間額：２０８，０００円　　　　　　　　　　　　年間額：２６１，０００円
【モデルケース２】
・世帯主４５歳 ･･･ 所得３００万円　・配偶者４２歳 ･･･ 所得なし　・子１０歳 ･･･ 所得なし
改正前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 改正後改正後

　年間額：３５２，５００円　　　　　　　　　　　　年間額：４４３，７００円

⃝問 合 せ　保健衛生課　☎８２－１７７７

東秩父村の国民健康保険について③  令和７年度から国民健康保険税率等が変わります

　　　令和７年度分 　　 令和６年度分 　　　　　比較

 所得割率    均等割額  所得割率    均等割額   所得割率   均等割額

  医療分 ５．０９％ ２９，３００円 ３．８０％ ２１，０００円 +１．２９％ +８，３００円

支援金等分２．６０％ １４，７００円 ２．２０％ １２，０００円 　+０．４％ +２，７００円

  介護分 ２．３３％ １６，６００円 ２．００％ １５，０００円 +０．３３％ +１，６００円

　 所得割 　 均等割

医療分 　 76,000 円 　 21,000 円

支援金等分 　 44,000 円 　 12,000 円

介護分 　 40,000 円 　 15,000 円

合計 　160,000 円 　 48,000 円

　 所得割 　 均等割

医療分 　101,800 円 　 29,300 円

支援金等分 　 52,000 円 　 14,700 円

介護分 　 46,600 円 　 16,600 円

合計 　200,400 円 　 60,600 円

　 所得割 　 均等割

医療分 　114,000 円 　 52,500 円

支援金等分 　 66,000 円 　 30,000 円

介護分 　 60,000 円 　 30,000 円

合計 　240,000 円 　112,500 円

　 所得割 　 均等割

医療分 　152,700 円 　 73,200 円

支援金等分 　 78,000 円 　 36,700 円

介護分 　 69,900 円 　 33,200 円

合計 　300,600 円 　143,100 円

　体のかたい方、集まれ～！初心者向けのヨガ教室です。 経験者も、もちろんＯＫ！
　ヨガで全身リラックス＆リフレッシュしましょう！　
⃝対　　象　東秩父村在住・在勤者　　　　　⃝定　　員　２５名程度
⃝参 加 費　無料　　　　　　　　　　　　　⃝会　　場　保健センター
⃝講　　師　神田　昌美 先生
⃝服装・持ちもの　運動の出来る服装、素足または 5本指の靴下、汗拭きタオル・飲み物をご
　　　　　　　　　用意ください。また、ヨガマットをお持ちの方はご持参ください。
⃝日　　時　５月１４、２１､２８日　
　　　　　　６月４、１１、１８、２５日 (水曜日 )午後７時～午後８時
⃝問 合 せ　保健センター　☎８２－１５５７

ヨガ教室を開催


